
松江市立保育所設置条例及び松江市指定管理者の管理する松江市立保育所の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例 

 

　（松江市立保育所設置条例の一部改正） 

第 1 条　松江市立保育所設置条例（平成 17 年松江市条例第 192 号）の一部を次のように改正

する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に

掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 

　（松江市指定管理者の管理する松江市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第 2 条　松江市指定管理者の管理する松江市立保育所の設置及び管理に関する条例（平成 17 年

松江市条例第 439 号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に

掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 

 改正後 改正前

 (名称及び位置) (名称及び位置)

 第 2 条　保育所の名称及び位置は、次のとお

りとする。

第 2 条　保育所の名称及び位置は、次のとお

りとする。

 

 

 名称 位置

 略

 松江市立御津

保育所

松江市鹿島町御津 799 番地 2

 松江市立野波

保育所

松江市島根町野波 2321 番地 2

 略

 名称 位置

 略

 松江市立御津

保育所

松江市鹿島町御津 799 番地 2

  

 略

 改正後 改正前

 (名称及び位置) (名称及び位置)

 第 2 条　指定保育所の名称及び位置は、次の

とおりとする。

第 2 条　指定保育所の名称及び位置は、次の

とおりとする。

  名称 位置

 略

 松江市立マリ松江市島根町大芦 2189 番地 2

 名称 位置

 略

 松江市立マリ松江市島根町大芦 2189 番地 2



 

附　則 

この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。

 

 

 ン保育所

   

 略

 ン保育所

  松江市立野波

保育所

松江市島根町野波 2321 番地 2

 略


